
(R7.4.1現在）

長期優良住宅の認定に関する手数料

＜８８項の（１）＞ ＜８８項の（３）＞ ＜８８項の（１）＞ ＜８８項の（３）＞

17,000円 45,000円 24,000円 63,000円

５戸 以下 28,000円 107,000円 39,000円 149,000円

５戸 超 ～ １０戸 以内 43,000円 171,000円 61,000円 240,000円

１０戸 超 ～ ３０戸 以内 67,000円 337,000円 98,000円 472,000円

３０戸 超 ～ ５０戸 以内 106,000円 605,000円 156,000円 846,000円

５０戸 超 ～ １００戸 以内 106,000円 1,041,000円 238,000円 1,455,000円

１００戸 超 ～ ２００戸 以内 269,000円 1,923,000円 401,000円 2,688,000円

２００戸 超 338,000円 2,742,000円 504,000円 3,833,000円

＜９０項の（１）＞ ＜９０項の（３）＞ ＜９０項の（１）＞ ＜９０項の（３）＞

8,500円 22,500円 12,000円 31,500円

５戸 以下 14,000円 53,500円 19,500円 74,500円

５戸 超 ～ １０戸 以内 21,500円 85,500円 30,500円 120,000円

１０戸 超 ～ ３０戸 以内 33,500円 168,500円 49,000円 236,000円

３０戸 超 ～ ５０戸 以内 53,000円 302,500円 78,000円 423,000円

５０戸 超 ～ １００戸 以内 80,500円 520,500円 119,000円 727,500円

１００戸 超 ～ ２００戸 以内 134,500円 961,500円 200,500円 1,344,000円

２００戸 超 169,000円 1,371,000円 252,000円 1,916,500円

一件につき 160,000円

確認書または
評価書の提出あり

左記以外の場合

長期優良住宅の認定
新築の場合

長期優良住宅の認定
新築以外（増改築等）の場合

確認書または
評価書の提出あり

左記以外の場合
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※長期優良住宅の認定申請と確認申請を併願する場合は、確認申請及び建築設備・工作物並びに建築物省エネ法のそ
れぞれ該当する手数料と長期優良住宅認定申請手数料の合計額とする。

住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

区　　分

長期優良住宅の変更の認定
新築の場合

長期優良住宅の変更の認定
新築以外（増改築等）の場合

確認書または
評価書の提出あり

左記以外の場合
確認書または

評価書の提出あり
左記以外の場合


